
議案第１９号 

 

京田辺市松井財産区財産の処分について 

 

京田辺市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定に基づき、別紙のとおり京田辺市松井財産区財産を処分するため

、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月１９日 提出  

 

                    京田辺市長  上 村  崇   

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本件は、大型物流施設建設事業用地等として、京田辺市松井財産区財産を処

分するため、提案するものである。 

 

 

 

 

 



別紙 
 
１ 処分財産（土地） 

所在 地番 地目 面積 

京田辺市松井今池 

３６番３１ 

３６番３３ 

３６番３４ 

３６番３６ 

３６番３８ 

３６番３９ 

３６番６２ 

３６番６５ 

３６番６６ 

３６番６９ 

３６番７１ 

３６番７２ 

３６番７４ 

３６番７６ 

３６番７７ 

３６番７９ 

３６番８２ 

３６番８７ 

３６番８９ 

３６番９０ 

３６番９２ 

３６番９５ 

３６番５７ 

３６番５９ 

３６番６１ 

畑 

畑 

山林 

山林 

山林 

畑 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

山林 

２２９㎡ 

３８２㎡ 

３５㎡ 

２８９㎡ 

１０２㎡ 

５８９㎡ 

６７４㎡ 

５２４㎡ 

４３８㎡ 

３７４㎡ 

１７３㎡ 

２００㎡ 

１６１㎡ 

２３２㎡ 

３５３㎡ 

３１６㎡ 

６１９㎡ 

７１７㎡ 

７４㎡ 

２５６㎡ 

１９６㎡ 

７７㎡ 

６１３㎡ 

１４４㎡ 

２９０㎡ 

計 ８，０５７㎡ 

 
２ 処 分 価 格  １５０，６７０，０００円 
 
３ 処 分 方 法  売払い 
 
４ 処分の相手方   

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング 
氏 名 伊吹特定目的会社 取締役 稲田 秀 



 

位置図（1/2,500） 

所在地：京田辺市松井今池 
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